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規制改革・民間開放の推進のための重点検討事項に関する中間答申 

（規制改革・民間開放推進会議、平成 18 年 7 月）より抜粋 

 

 
 強制入会（団体）の在り方 

今年度ヒアリングを実施した業務独占資格の事務系 10 資格のうち、公認

会計士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁

理士、行政書士の８資格では、法律により資格者団体の設立が義務付けられ

るとともに、資格者団体に入会しなければ当該資格者の業務を行うことがで

きない、強制入会制が採られている。不動産鑑定士については、法律上、団

体の設立及び入会を強制する規定はなく、実際、民法（明治 29 年法律第 89 

号）第 34 条の規定に基づく任意入会制の社団法人が設立されている。 

資格者団体及び関係省庁は、強制入会制を採る主な理由として、資格者の

品位保持、資質の維持・向上、資格者の非行の抑制、低所得層等に対する

サービスの提供、行政からの連絡・示達の利便性等を挙げている。 

しかしながら、これらの理由は、当該資格者団体に入会しなければ資格者

としての業務を行うことができないという追加的な規制を試験合格者に課す

ることを正当化するものとは考えられない。強制入会制度をとらないと会員

数が減少して資格者団体が維持できないという財政上の理由も上げられるが、

資格者団体の維持は会員にとって魅力のある活動を当該団体が行うことに

よって図られるべきは当然のことである。 

強制入会制度は、試験合格者に追加的な規制を課すとともに、他の資格者

団体との間に業務領域などについて障壁を作り、内部においては資格者個々

人の自由な業務の展開を抑圧する頸木としての役割を果たしており、これら

は利用者である国民にとっての資格者の活用を不自由にする大きな原因と

なっている。したがって、資格者団体への強制入会制度の在り方については、

引き続き検討を行っていく必要がある。 

 

 

 

 3




